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解体工事特記仕様書11 HH2299..0033 AA--000088皆野町文化会館空調設備更新工事

Ⅰ．工事概要

２．敷地範囲

１．工事場所

３．工事項目

番号 建  物  等  名  称 構  造　・　階  数 延  床  面  積 備  考

※外構、植栽、設備配管等の撤去を含む

４．工事範囲

※工事種目全て今回工事範囲とする。

・　「３工事種目」のうちＡ・Ｂ工区工事範囲は下記の通りとする。

番号
対象範囲

建物等

対象範囲

躯　体 内装材等 設備機器等

※解体後は残存物が無いよう注意をすること。

Ⅱ．解体工事仕様書

　（２）特記事項は、  ・  印を適用する。  ・  印のない場合は  ※  印を適用する。  ・  印と  ※  印の場合は、ともに適用する。

　（１）節もしくは項目は、番号に  ○  印のついたものを適用する。

　（３）特記事項の（  ,,  ,,  ,,  ）内の番号は、「公共建築工事標準仕様書」の当該項目、当該表又は当該図を示す。

１．図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」

　「公共建築改�修工事標準仕様書」（最新版）

　「建築物解体工事共通仕様書」（最新版）による。

　（建築物等の解体に係る工事にも、一般共通事項、仮設工事、土工事は、新築及び

　　増築に係る建築工事を除いた事項を適用する。）

２．特記事項

　（４）特記事項の〔  ,,  ,,  ,,  〕内の番号は、「建築物解体工事共通仕様書((平成２４年版))」の当該項目、当該表又は当該図を示す。

項　　　目 特　　記　　事　　項節

第１章    一般共通事項

この工事では下記の法令及び関係法令に沿って、適正に処理すること。

・廃棄�物の処理及び清掃に関する法律

・資源の有効な利用の促進に関する法律
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・特定家庭用機器再商品化法

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律　

・ダイオキシン類対策特別措置法

１　適用法令等

・厚生労働省労働基準局化学物質調査課編「廃棄�物焼却施設解体作業マニュアル」

・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン

・建設工事必携（仕様書編）　県土整備部監修  

・石綿障害予防規則

・土壌汚染対策法

〔11..11..1133〕

（１）この仕様書は、建築物の解体に係る工事に適用する。

（２）この仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、

　　　請負者の責任において履行すべきものとする。

２　適用範囲

（３）この設計図書に従い施工するが、設計図書に明示されていない事項でも

　　　工事の性質上当然必要なものは、監督職員の指示に従い施工する。 （11..11..11）〔11..11..11〕

（１）工事施工に必要な関係官公署等への手続きは、速やかに行う。

　　　これらの手続きに要する費用は請負者の負担とする。

（２）関係官公署、付近住民等に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、

　　　速やかにその旨を監督職員に報告し協議する。

３　官公署等への手続き

（11..11..33）〔11..11..33〕

工事関係書類の提出は、監督職員が別に示す様式により、指定する期日までに行う。

建設廃棄�物が工事現場から搬出されるまでの間、周�辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、

分別した種類ごとに適切に保管する。

４　提出書類

５　現場における保管

〔11..11..55〕

（１）建設廃棄�物の運搬に当たっては、廃棄�物が飛散又は流出しないよう、

　　　適切な構造の運搬車両等を使用する。

（２）建設廃棄�物を運搬車両に積込む場合には、分別した廃棄�物が混合しないよう

　　　適切な措置を講ずる。

（３）運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により 、

　　　騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講ずる。

（４）積替えを行う場合は、監督職員の承諾の上、許可を受けた場所で行う。

６　運搬

項　　　目 特　　記　　事　　項節 項　　　目 特　　記　　事　　項節

緊急事態が発生した時は、速やかに最善の措置を行うと共に監督職員に連絡する 。1100　緊  急  時  の  処  理

（２）各工事についても、施工に先立ち、下記の事項を具体的に記した施工計画書を作成し

　　　監督職員の承諾を受ける。

（１）着工に先立ち、工事実施に必要な工程表（以下「実施工程表」という 。）を作成し

　　　監督職員の承諾を受ける。

（２）実施工程表を補足する週間又は月間の工程表及び工種別工程表は 、

　　　監督職員の指示により作成し提出する。

（１）着工に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し 、

　　　監督職員に提出し、承諾を受ける。

（ｂ）工事の作業順序、工法等

（ｃ）発生材の種類、中間処理方法及びその場所、最終処分場及びその場所

（ｄ）発生材の再利用、再生資源化

（ｆ）その他 （建設工事必携  11--11--55参照）

（ａ）仮囲い、ゲート、仮設養生を含めた総合仮設計画

（ｅ）イメージアップ計画

１　実施工程表

２　施工計画書
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（11..22..11）〔11..22..11〕

（11..22..22）〔11..22..22〕

　（１）工事の、進捗状況等現場の状態を監督職員の指示により報告する 。

　（２）監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した事項については正確に記録し 、

　　　　これを系統的に整理し監督職員に提出する。

　　　　ただし、軽易な事項については監督職員の承諾を受け省略することができる 。

　（３）工事記録写真は、「工事写真の撮り方」（大臣官房官庁営繕部監修）に準じて行う 。

　（２）写真は、写真帳に編集して、提出する。

　（１）記録写真は、着手前、各施工段階、工事完了後にわたって工事写真を撮影し、

　　　　監督職員が随時閲覧できるよう整理編集する（定点写真撮影を含む）。

　　　　特に、工事完了後には隠ぺいされ確認が不可能となる部分について

　　　　設計図書どおりに施工されていることを確認できるように主要な部分を撮影する 。

　（４）提出した写真の所有権及び著作権は県に帰属する。

　（３）マニフェスト伝票は、発生材の種類ごとに整理し、その量の記録及び集計を行い、

　　　　現場に常備しておくこと。

３　工事の記録

（ｂ）工事記録写真

（ａ）工事の報告及び記録

（11..22..44）〔11..22..33〕

（11..33..11,,11..33..22）

１　現場代理人及び主任技術者等 （１）現場代理人は、工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者とする 。

（２）工事の施工に関して主任技術者等又は、専門技術者を置く場合は

　　　工事現場内の権限について現場代理人との関係を明確にしておくこと。
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理 工事中は、現場周�辺の清掃を十分に行うこと。又工事の完了時は、当該工事に関連する

部分の後片付け及び清掃を行う。

工事に関わる関係書類は、監督職員が随時閲覧できるよう整理しておく。

関連工事請負者と緊密な連携をとり、工事現場への作業員その他関係者の出入�りを

適切に管理し、火災、盗難、その他の事故の防止に努める。

（11..33..1111，11..33..1122）

２　工事現場の保安

３　関係書類の常備

４　工事現場周�辺の清掃

　　及び後片付け

６　施工中の安全確保

　　及び環境保全

工事車輌等の通行に際しては誘導員を置き、交通事故が発生しないよう

十分に注意を払うこと。事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、

二次災害の防止に努め、経緯を監督職員に報告する。

５　交通安全管理及び

　　災害時の安全確保

（11..33..99,,11..33..1100）〔11..33..77,,11..33..88〕

（11..33..77）〔11..33..99〕

建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄�物処理法、

土壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、建設リサイクル法、その他

関係法令等によるほか、建設工事公衆災害防止対策要網及び建設副産物適正処理推進

要網に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全に努める。

周�辺住民や通行者に対し、必要に応じて、協力を求めるための広報等（工事説明看板等）

の措置を講じる。

解体工事に際して、騒音・振動・粉塵その他を考慮して周�辺環境の保全に努める 。

苦情の処理については、監督職員と協議のうえ速やかに処置する。

（11..33..77）

９　苦情の処理

〔11..11..99〕７　周�辺環境の保全

８　住民等に対する周�知

〔11..33..1111〕

（２）解体しない既設配管等の調査も事前に行い、破損することのないようにすること。

（１）取壊しに先立ち請負者において危険物、有害物等の調査・確認を行い、

　　　設計図書と異なる場合は監督職員の指示を受ける。

（３）工事により周�辺の建物・構造物で本工事により影響を受けそうなものについては 、

　　　監督職員と協議の上請負者において工事着手前に必要事項を調査記録しておく 。

１　施工調査 着工に先立ち、施工計画作成のための調査を行う。

調査には、第３章〔解体施工〕以降の各章による施工調査事項を含めるものとする 。
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〔11..44..11〕

工事の施工は、設計図書及び監督職員の承諾を受けた工程表、施工計画書、施工図等に

従って行う。

（11..22..33）施工図等を、必要に応じて速やかに作成し、監督職員の承諾を受ける。

（１）残存物がある場合は、監督職員の指示を受ける。

（２）工事中において設計図書と明らかに異なる状況の時は 、ただちに監督職員の

　　　指示を受ける。また、設計図書に明示されていない事項でも、工事の性質上

　　　当然必要なものは、監督職員の指示に従い施工する。

（４）現場内で使用する重機等は、低騒音、低振動、排出ガス対策型のものを使用する。

（３）請負者は発生材の運搬ごとにマニフェスト伝票を発行し 、廃棄�物が適正に

　　　処理されたことを確認すると共に中間処理施設及び最終処分場の確認資料

　　（写真を含む）を添付の上、現場事務所に常備しておくこと。

１　施工第
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２　施工図等

３　その他

（11..55..11）〔11..55..11〕

第
６
節

工
事
検
査
及
び
技
術
検
査
録

１　工事検査

　（１）設計図書に示すすべての工事が完了していること 。

　（２）監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること 。

　（３）設計図書に定められた工事関係図書及び記録の整備がすべて完了していること 。

（ａ）契約書に規定する工事を完成したときの通知は 、要件のすべて満たす場合に、

　　　監督職員に提出することができる。

２　技術検査

　（１）工事検査時

　（２）工事施工途中における技術検査の実施回数及び実施する段階が特記された場合

（ｂ）技術検査は、次の時期に行う。

　（３）施工途中における事故等により、発注者が特に必要と認めた場合

〔11..66..11〕

〔11..66..22〕

※  作成する　・  作成しない （11..77..11）〜（11..77..33）（表11..77..11）

・  前節１，（３）において作成した集計表をもとに、

　  リサイクル集計表を作成し提出する。

　完成図の原図サイズ　　　　※  現場説明書による

・  保全に関する資料の部数　※１部

（11..77..33）
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１　完成図等

第２章　仮設工事

１　一般事項 （１）この章は、騒音、粉塵の防止、作業員の安全確保、周�辺住民・通行人の安全確保、

　　　施工性確保等に必要な仮設工事に適用する。

（２）仮設工事の施工に先立ち、施工計画書を監督職員に提出し承諾を受ける。

第
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〔22..11..11〕

項　　　目 特　　記　　事　　項節

　種類　※  防音パネル　　・  遮音シ−ト

（22..11..11,,22..22..44）〔22..22..11〕
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２　散水養生

１　騒音・粉塵等の対策 （ａ）騒音・粉塵等の対策は１〜３により、適用は特記による。

　　　なお、シ−ト類は防炎処理されたものとする。

　（１）防音パネルは隙間なく取り付ける。

　（２）防音シ−トはジョイントの重ねと結束を十分に施す 。

　（３）メッシュ金網、養生シ−ト等は、隙間なく取り付ける。

（ｂ）垂直養生の設置高さは取り壊し位置より常に１ｍ以上の高さを保ち 、

　　　散水の水や粉塵の飛散防止を図る。

（ｃ）足場等は、建築基準法、労働安全衛生法その他関係法令等によるほか、

　　　災害対策要綱に従い、防音パネル等の取り付けに適した材料及び構造のものとし、

　　　適切な保守管理を行う。

　　・十分な遮音性能を有する他、美�観にも考慮する。定期的に点検を行い

　　　常に安全には十分注意する。

（ａ）ブレ−カ−、破砕機、圧砕機等による粉塵発生部に常時散水を行う。

（ｂ）排水先等も事前に検討し、周�辺へ悪影響のないようにする。

〔22..22..22〕

※  設ける　　・  設けない

監督職員事務所の規模

・  １号　　・  ２号　　・３号　　・  ４号　　・  ５号

※  現場説明書による

構内既存の施設　　※  利用できない　　・  利用できる（  ※  有償　・  無償  ）          

１　監督員事務所

２　監督員事務所の備品

３　工事用水

４　工事用電力
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（22..33..11）〔22..33..11〕

（22..33..11）〔22..33..11〕

※  定例会議等の打合せが出来る室を用意

構内既存の施設　　※  利用できない　　・  利用できる（  ※  有償　・  無償  ）          

１　施工調査 （１）分別解体等の計画作成に係る調査

（２）構造的安全性等に係る調査

第
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第３章    解体施工

〔33..11..33〕

項　　　目 特　　記　　事　　項節

第

２

節

事

前

措

置

１　事前措置 （ａ）特別管理産業廃棄�物等がある場合は「特別産業廃棄�物等の処理等」及び

　　「アスベスト含有建材の除去等」による除去及び回収を行う。

（ｂ）各種設備の供給の停止確認

（ｃ）落下のおそれのある付属物の撤去

（ｄ）周�辺環境の害虫等による影響が予想される場合の駆除

（ｅ）電気設備のコンデンサ等の残留電荷の確認

（ｆ）衛生器具等の洗浄。異臭発生の防止

（ｇ）浄化槽、排水槽等で汚水及び汚物の残留物は回収・洗浄を行い異臭の発生と

　　　周�囲及び地中の汚染防止

〔33..22..11〕

１　建築設備 ・電気設備は次の（１）〜（７）に分別解体する。

　（１）蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

　（２）小形二次電池

　（３）機器類

　（４）断熱材

（５）配管類

（６）電線�、ケ−ブル類

（７）その他の電気設備

　（１）配管及びダクト

　（２）機器類

　（３）保温材

　（４）浄化槽、ユニットバス

（５）衛生陶器類

（６）その他の機械設備

・機械設備は次の（１）〜（６）に分別解体する。

〔33..44..11〕第
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〜

２　内外装材

　　　（１）木材

　　　（２）鋼製建具、アルミニウム製建具及びステンレス製建具等

　　　（３）石膏ボ−ド

　　　（４）ＡＬＣパネル

　　　（５）壁、天井材等の金属下地

　　　（６）その他の内、外装材等

（ａ）内外装材は次の（１）〜（６）に分別解体する。

　　　アスベスト含有建材については　第６章アスベスト含有建材の除去等による。

（ｂ）カ−テンウオ−ル等の取り外しは、取付部等の状況に十分注意し、

　　　倒壊又は落下防止に必要な措置を講ずる。

〔33..55..11〕

　　　　　｛アスベスト含有石膏ボードについては、

　　　　　「第５節石綿含有成形板（非飛散性）」の除去方法による｝

３　屋根葺材等

　（１）長尺金属板及び折板等

　（２）粘土瓦及びセメント瓦等

（３）屋根葺等材の金属下地等

（４）その他の屋根葺材等

・屋根葺材は次の（１）〜（４）に分別解体する。

　取り外しは取付部等の状況に十分注意。

・屋根防水は次の（１）〜（４）に分別解体する。

　（１）防水層保護のコンクリ−ト及びれんが等

　（２）断熱材等

（３）アスファルト防水材

（４）その他の防水材等

〔33..66..11〕

・躯体は次の（１）〜（５）に分別解体する。

　（１）コンクリ−ト

　（２）鉄筋

　（３）鉄骨

（４）木材

（５）その他の構造材

４　躯体 〔33..77..11〕

・躯体の解体

（最新版　建築物解体工事共通仕様書・解説「33 ..77..22  躯体の解体」に準ずる。）

　　種別　　・  Ａ種　　※  Ｂ種　　・  Ｃ種　　・  Ｄ種

　　埋戻しの材料及び工法は下表による。なお、埋戻し各層330000mmmm程度ごとに締め固める。

（33..22..33）（表33..22..11）　　　　　　・  Ａ種及びＢ種　　・  Ｂ種及びＣ種　　・  Ｂ種及びＤ種

・基礎等は、騒音・振動等に配慮し分別解体する。５　基礎・杭

・杭は分別解体する。

・杭の解体工法は、引き抜き工法又は破砕による。

・高強度のＰＣ杭等は、専門工場で分別解体する。

６　構内舗装等 ・アスファルトコンクリ−ト及びコンクリ−ト等は 、分別解体する。

・樹木等の伐採伐根及び移植は図示による。

７　地下埋設物・埋設配管 ・地下埋設物、埋設配管等は、分別解体する。

・跡地はブルト−ザ−等による整地を行う。

・埋戻し

８　解体後の整地

〔33..88..11〕

〔33..88..22〕

〔33..99..11〕

〔33..1100..11〕

〔33..1111..11〕

種    別

Ａ    種

Ｂ    種

Ｃ    種

Ｄ    種

材    料 工　法

水締め、機器による締め固め

水締め、機器による締め固め

機器による締め固め

機器による締め固め

山砂の類

根切り土の中の良質土

他現場の建設発生土の中の良質土

再生コンクリート砂

（33..22..55）

　※  構外搬出適切処理　　　　　　　・  構外指示の場所に処理

　・  構内指示の場所に敷きならし　　・  構内指示の場所にたい積

・建設発生土の処理

位置については、図示による。

位置については、図示による。

床仕上げ材については図示による。

種類・位置については図示による。

（１）この節は主要構造部が鉄骨造の取壊し工事に適用する 。

（２）鉄骨造と他の構造が混在しているときは、それぞれの構造の節を適用する。

　　・内装材 天井材（下地材共）

木部（壁張材・ブース等）

ボード類

床材（アスベストタイル等）

位置については、図示による。

　　・簡易間仕切り

　　・敷物類

　　・プラスチック類

　　・有害物質

　　・畳・木製建具類（枠共）

　　・ガラス，断熱材

　　・フロン発砲性断熱材

位置については、図示による。

位置については、図示による。

（１）主要構造部の取壊しに先立ち、下記の部材等の撤去を行う。

　　　撤去については「手ばらし」を原則とし、現場で分別を行う。

（２）主要構造部の取壊しは、重機による取壊しとし、低騒音、低振動、排出ガス対策型の

　　　機械を使用する。

（３）主要構造部の取壊しは、取壊し位置及び規模等に応じた機種及び規格の重機を選定し

　　　行う。

（４）熔断等火気を使用する場合は、火の粉等が飛散しないよう対策を講じて使用する。

　　　火気を使用する付近には、消火器等を準備する。

（６）石膏ボ−ドの撤去については、「手ばらし」を原則とし、石膏ボ−ドとその仕上材

　　（岩綿吸音板やビニ−ルクロス等）は分離する。（ただし、施工上分離し難い場合は、

　　　監督職員と協議する。）

（５）主要構造部の取壊しは、散水等を十分に行い、ほこり、じんあい等の発生を防止する。

　　・屋根葺き材、外装材の取壊しについては、監督員と協議する。

１　適用

３　工法

　　・建築設備機器（各変電設備・ボイラー室等の設備機器 、タンク類）

２　工事範囲 鉄骨造等全般及びコンクリート基礎、地中梁、土間等まで取壊しを行う。

（基礎杭は、解体撤去を行わない）

種類・位置については図示による。

第
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鉄

骨

工

事

（７）吹付け石綿の撤去については第６章、第３節、石綿含有成形板の撤去については

　　　第５節による。

皆野町文化会館空調設備更新工事

秩父郡  皆野町  大字  皆野  11441188--11,,他

※着工前に下記の書類を作成し、関係官公署等へ提出すること。

・リサイクル法通知書

（建設工事に係る資材の再資源代等に関する法律   第1111条）

・特定粉じん排出等作業実施届出書

空調設備更新工事に伴う解体撤去一式

皆野町文化会館 22,,440022..6600  ㎡RRCC造　地上33階

管理棟

ホール棟

図示の範囲全て 図示の範囲全て

図示の範囲全て 図示の範囲全て


